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２．木材利用の動向

（１）木材利用の意義
地球温暖化防止のため大気中の二酸化炭素の増加を抑えることが世界共通の重要課題と

なっている。樹木には、二酸化炭素を吸収し、貯蔵する働きがあり、森林から搬出された
木材を建築物等に利用することにより、炭素を長期的に貯蔵することができる。また、木
材には再加工しやすいという特徴もあるため、建築物等として利用した木材をパーティク
ルボード等として再利用すれば、再利用後の期間も含めて炭素が貯蔵される。

その際、建築物等に利用される国産材は、伐採木材製品（HWP＊34）として、パリ協定＊35

において全ての国に義務付けられている森林の二酸化炭素排出・吸収量の算定・報告に計
上できることとされている。

さらに、資材として利用できない木材は、カーボンニュートラルな燃料として化石燃料
の代わりに利用することができる。

また、木材は、製造・加工時のエネルギー消費が鉄やコ
ンクリート等の建築資材よりも比較的少ないことから、建
築物に木材を利用することは、建築に係る二酸化炭素の排
出削減に貢献する。

これらの木材利用の公益的な意義は、2050年カーボン
ニュートラルの実現に貢献するものとして、令和３（2021）
年６月に改正され、同年10月に施行された脱炭素社会の実
現に資する等のための建築物等にお
ける木材の利用の促進に関する法律

（以下「都
ま

市
ち

の木造化推進法」とい
う。）に規定されるとともに、「地球
温暖化対策計画」（令和３（2021）年
10月閣議決定）にも反映されている。

このほか、木材には調湿作用や高
い断熱性等に加え、生理・心理面に
好影響があるとされ、快適で健康的
な室内環境等の形成に寄与する。

このように様々な特徴を持つ木材
を持続的に利用しカーボンニュート
ラルな社会の実現を目指していくに
当たっては、森林資源の循環利用を
確立することが重要である（資料Ⅲ
－８）。

＊34 HWPについては、第Ⅰ章第４節（２）76ページを参照。
＊35 パリ協定については、第Ⅰ章第４節（２）74-75ページを参照。

建物の内装木質化のすすめ
内装木質化した建物事例と

その効果
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/
kidukai/attach/pdf/wckyougikai-47.pdf
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（２）建築分野における木材利用
（ア）建築分野における木材利用の概況
（建築物の木造率）

木材は軽くて扱いやすい割に強度があることから我が国では建築資材等として多く用い
られてきた。

我が国の令和４（2022）年の建築着工床面積の木造率は45.5％であり、これを用途別・階
層別にみると、１～３階建ての低層住宅は80％を超えるが、低層非住宅建築物は14％程
度、４階建て以上の中高層建築物は１％以下と低い状況にある（資料Ⅲ－９）。

このように、建築用木材の需要の大部分を低層住宅分野が占めているが、最も普及して
いる木造軸組工法＊36の住宅における国産材の使用割合は全体として５割程度にとどまっ
ており、低層住宅分野において国産材の利用を拡大していくことが重要である。

一方、新設住宅着工戸数が人口減少等により長期的には減少していく可能性を踏まえる
と、非住宅・中高層建築物での木造化・木質化を進め、新たな木材需要を創出することも
重要となっている。

（建築物全般における木材利用の促進）
都
ま

市
ち

の木造化推進法第10条に基づき、木材利用促進
本部＊37は、令和３（2021）年10月に建築物における木材
の利用の促進に関する基本方針（以下「建築物木材利用
促進基本方針」という。）を策定し、建築物での木材の
利用の促進を図っている。

地方公共団体においては、令和５
（2023）年２月末時点で、全ての都道府県
と1,634市町村（94％）が都

ま
市
ち

の木造化推
進法第11条及び第12条に基づく木材の利
用の促進に関する方針を策定しており、
建築物木材利用促進基本方針に沿って改
定が進められている。

（イ）住宅分野における木材利用の動向＊38

（住宅分野における木材利用の概況）
新設住宅着工戸数は、令和４（2022）

年は前年比0.4％増の約86万戸、このう
ち木造住宅が前年比4.9％減の約48万戸
となった。新設住宅着工戸数に占める
木造住宅の割合（木造率）は、全体では
55.6％、一戸建て住宅では90.9％と高く
なっている（資料Ⅲ－10）。

令和４（2022）年の木造の新設住宅着工

＊36 単純梁形式の梁・桁で床組や小屋梁組を構成し、それを柱で支える柱梁形式による建築工法。
＊37 都市の木造化推進法第26条～第28条に基づき設置された組織であり、農林水産大臣を本部長、総務大臣、文部

科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣を本部員としている。
＊38 製材・合板等の木材製品の種類別の詳細については、第３節（４）152-158ページを参照。
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資料Ⅲ－９

　注： 「住宅」とは居住専用住宅、居住専用準住宅、居住
産業併用建築物の合計であり、「非住宅」とはこれ
ら以外をまとめたものとした。

資料：国土交通省「建築着工統計調査2022年」より林野庁
木材産業課作成。

木材の利用の促進について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/
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戸数における工法別のシェアは、木造軸組工法（在来工法）が78.8％、枠組壁工法（ツーバ
イフォー工法）が19.1％、木質プレハブ工法＊39が2.1％となっている＊40。

（住宅向けの木材製品への品質・性能に対する要求）
耐震性や省エネルギー性能の向上などの住宅におけるニーズの変化＊41を背景に、住宅

に用いられる木材製品について、より一層の寸法安定性や強度等の品質・性能を求める
ニーズが高まっている。

この結果、建築用製材において、寸法安定性の高いKD（人工乾燥）材の割合が増加して
いる（資料Ⅲ－11）。また、木造軸組工法の住宅を建築する大手住宅メーカーでは、柱材と
横架材で寸法安定性の高い集成材の割合が増加している。このうち、横架材については、
高い曲げヤング率＊42や多様な寸法への対応が求められるため、ヨーロッパアカマツ（レッ
ドウッド）集成材等の輸入材が高いシェアを持つ状況にあるが、柱材ではスギ集成柱が普
及するなど国産材の利用も進みつつある（資料Ⅲ－12）。

（地域で流通する木材を利用した住宅の普及）
素材生産者や製材業者、木材販売業者、大工・工務店、建築士等の関係者がネットワー

クを構築し、地域で生産された木材を多用して、健康的に長く住み続けられる家づくりを
行う取組がみられることから、林野庁では、これらの関係者が一体となって消費者の納得
する家づくりに取り組む「顔の見える木材での家づくり」を推進している。令和３（2021）
年度には、関係者の連携による家づくりに取り組む団体数は559、供給戸数は24,295戸と
なった＊43。さらに、国土交通省では、地域型住宅グリーン化事業により、省エネルギー性
能や耐久性等に優れた木造住宅等を整備する地域工務店等に対して支援している。令和４

＊39 木材を使用した枠組の片面又は両面に構造用合板等をあらかじめ工場で接着した木質接着複合パネルにより、
壁、床、屋根を構成する建築工法。

＊40 国土交通省「住宅着工統計」（令和４（2022）年）。木造軸組工法については、木造住宅全体からツーバイフォー工法、
木質プレハブ工法を差し引いて算出。

＊41 住宅におけるニーズの変化については「令和３年度森林及び林業の動向」特集２第２節（１）23-25ページを参照。
＊42 ヤング率は材料に作用する応力とその方向に生じるひずみとの比。このうち、曲げヤング率は、曲げ応力に対

する木材の変形（たわみ）のしにくさを表す指標。
＊43 林野庁木材産業課調べ。
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新設住宅着工戸数と木造率の推移資料Ⅲ－10

注１： 新設住宅着工戸数は、一戸建、長屋建、共同住宅（主にマンション、アパート等）における戸数を集計したもの。
　２：昭和39（1964）年以前は木造の着工戸数の統計がない。
資料：国土交通省「住宅着工統計」

［総数］　 ［建て方別］
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（2022）年３月現在、681のグループが選定され、約12,000戸の木造住宅等を整備する予定
となっている。

また、一部の工務店や住宅メーカーでは、横架材を含めて国産材を積極的に利用する取
組もみられ、特に工務店では製材の使用率が高く、部材によらず国産材の使用率が比較的
高い傾向にある（資料Ⅲ－13）。

（ウ）非住宅・中高層建築物における木材利用の動向
（非住宅・中高層建築物における木材利用の概況）

令和４（2022）年の我が国の建築着工床面積の現状を用途別・階層別にみると、低層住宅
以外の非住宅・中高層建築物の木造率は、5.6％
と低い状況にある（資料Ⅲ－９）。一方、低層で
床面積の小さい非住宅については、既存の住宅
建築における技術をそのまま使える場合がある
ことなどから木造率が比較的高い傾向にある

（資料Ⅲ－14）。
（非住宅・中高層建築物での木材利用拡大の取組）

近年、住宅市場の減少見込みや、持続可能な
資源としての木材への注目の高まりなどを背景
に、建設・設計事業者や建築物の施主となる企
業が非住宅・中高層建築物の木造化や木質化に
取り組む例が出てきている（資料Ⅲ－15）。

非住宅・中高層建築物に関しては、CLT＊44

＊44 「Cross Laminated Timber」の略。一定の寸法に加工されたひき板（ラミナ）を繊維方向が直交するように積層接
着したもの。
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注１：国産材と輸入材の異樹種混合の集成材等・合板は国産材として計上。
　２：割合の計、平均使用量の計の不一致は、単位未満の四捨五入による。
　３：各部材ごとの「１住宅当たりの平均木材使用量」を積み上げて算出。
　４： 「面材」には、製材を含む。面材のうち、国産材か輸入材か不明分については、不明以外の面材の比からあん

分。
　５： 一般社団法人日本木造住宅産業協会の１種正会員（住宅供給会社）を対象としたアンケート調査の結果。同協

会は、主に、大手住宅メーカーを始めとした中大規模住宅供給会社で構成されている。
資料： 一般社団法人日本木造住宅産業協会「木造軸組工法住宅における国産材利用の実態調査報告書」より林野庁

木材産業課作成。

木造軸組住宅の部材別木材使用割合（大手住宅メーカー）資料Ⅲ－12
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資料：農林水産省「木材需給報告書」
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（直交集成板）や木質耐火部材等に係る技術開発とともに、建築基準の合理化が図られ、技
術的・制度的に木材利用の環境整備が一定程度進んできた。その中で、木材を構造部材等
に使用した10階建てを超える先導的な高層建築の例も出てきている。

林野庁では、非住宅・中高層建築物における一層の木材利用を進めるため、国土交通省
と連携して、非住宅・中高層建築物の木造化に必要な知見を有する設計者や施工者等の育
成を支援している。また、設計・施工コストの低減に向けて、普及性の高い標準的な設計
や工法等の普及を図っている。くわえて、一般流通材以外の木質耐火部材やCLT等の低コ
スト化を図るため、それらの部材の標準化を進めている。

さらに、令和４(2022)年６月の「建築基準法」等の改正を踏まえ、簡易な構造計算で建
築できる木造建築物の範囲の拡大及び大規模木造建築物における木材の現

あらわ
しによる設計が

可能な構造方法の導入に向けた関係規定の整備を行うなど、建築物における木材利用の更
なる促進に向けた建築基準の合理化を進めている。

また、川下から川上までの関係者が広く参画する官民協議会「民間建築物等における木
材利用促進に向けた協議会（ウッド・チェンジ協議会）」において、民間建築物等における
木材利用に当たって
の課題や解決方法の
検討、木材利用の先
進的な取組等の発信
など、木材を利用し
やすい環境づくりに
取り組んでいる。

さらに、民間建築
物等での木材利用を
後押ししていくた
め、都

ま
市
ち

の木造化推
進法により、建築物
木材利用促進協定制
度が創設された（資
料Ⅲ－16）。国若し
くは地方公共団体と
建築主等との２者、
又は、木材産業事業
者や建築事業者も加
えた３者等で協定を
結ぶ仕組みであり、
令和５（2023）年３月
末 時 点 で、 国 に お
いて10件（資料Ⅲ－
17）、地方公共団体
において65件の協定
が締結されている。

3.7㎥ 7.9㎥ 3.7㎥ 7.2㎥一戸当たり
平均使用量

柱材 横架材 土台等 羽柄材
（間柱・筋交い等）

44％

17 10

35

37

44

15

2

5％
2

2

3

51％
73

60

輸入材
（集成材等）

輸入材
（製材）
国産材
（集成材等）

国産材
（製材）

0％

注１：面材は計上していない。
　２： 一戸当たりの平均木材使用量は22.5m3、国産材使

用割合は57.5%。
資料： 一般社団法人JBN・全国工務店協会、日本木材

青壮年団体連合会、一般社団法人日本林業経営
者協会青年部「地域工務店における木材利用実
態調査報告書（令和５（2023）年２月）」より林野
庁木材産業課作成。

木造軸組住宅の部材別木材
使用割合（工務店）

資料Ⅲ－13

資料：国土交通省「建築着工統計」（平成29（2017）年）に基づいて林野庁木材利用課作成。

低層非住宅の規模別着工床面積と木造率資料Ⅲ－14
（単位：千㎡）

用途・種類等 500㎡未満 500～3000㎡未満     3000㎡～ 計
木造率 木造率 木造率 木造率

低層・非住宅 5,740 39% 9,335 12% 7,820 1% 22,895 15%
事務所 989 39% 901 7% 211 4% 2,100 22%
店舗 1,074 31% 1,942 2% 1,295 0% 4,310 9%
工場及び作業所 439 21% 1,471 2% 2,230 0% 4,141 3%
倉庫 735 20% 853 2% 1,993 0% 3,581 5%
学校の校舎 33 30% 232 18% 283 2% 548 10%
病院 ・ 診療所 229 67% 192 12% 99 15% 519 37%
その他 2,241 49% 3,744 23% 1,711 2% 7,696 26%

500㎡未満の木造率は比較的高い

建築物木材利用促進協定
https://www.rinya.maff.go.jp/
j/riyou/kidukai/mokuri_
kyoutei/index.html

木材利用促進本部事務局
「建築物の木造化・木質化

支援事業コンシェルジュ」
https://www.contactus.
maff.go.jp/rinya/form/riyou/
mokuzou_concierge.html

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuri_kyoutei/index.html
https://www.contactus.maff.go.jp/rinya/form/riyou/mokuzou_concierge.html
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木材利用の事例資料Ⅲ－15

流
ながれ

山
やま

市立おおぐろの森中学校
（千葉県流

ながれ
山
やま

市、令和４（2022）年３月竣
しゅん

工）
LVL、CLT、製材等を組み合わせて鉄筋コンクリート
造と同等のコストで実現した木造校舎

（写真提供：株式会社川澄・小林研二写真事務所）

OYAKI FARM BY IROHADO
（長野県長野市、令和４（2022）年７月竣

しゅん
工）

構造材、仕上げ材共に長野県産のスギ・ヒノキ製材を
使用した工場兼販売施設

茨城県大
だい

子
ご

町
まち

庁舎
（茨城県大

だい
子
ご

町
まち

、令和４（2022）年７月竣
しゅん

工）
茨城県産材による構造を現

あらわ
しにした

準耐火建築物

学校法人立命館　立命館アジア太平洋大学
教学棟「グリーンコモンズ」

（大分県別
べっ

府
ぷ

市、令和５（2023）年３月竣
しゅん

工）
大分県産材による木造と鉄骨造を組み合わせた
３階建て校舎

（写真提供：学校法人立命館）

［低層非住宅建築物］

みなみあいづ森と木の情報・活動ステーション
「きとね」

（福島県南
みなみ

会
あい

津
づ

町
まち

、令和４（2022）年３月竣
しゅん

工） 
地元産製材の重ね梁

ばり
や縦ログによる木造２階建て

（写真提供：南
みなみ

会
あい

津
づ

町
まち

）

シェルターインクルーシブプレイス　コパル
（山形県山形市、令和４（2022）年４月竣

しゅん
工）

屋根や内装に木材を使用した児童遊戯施設
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［中高層建築物］

［内装木質化］

ジューテック本社ビル
（東京都港区、令和５（2023）年２月竣

しゅん
工）

木質の燃え止まり層で被覆した純木質耐火集成材を
用いた木造部分と鉄骨造部分を組み合わせたオフィス
ビル（写真提供：株式会社ジューテック）

KITOKI
（東京都中央区、令和４（2022）年４月竣

しゅん
工）

鉄骨鉄筋コンクリートによる３層飛ばしの構造に
木造を組み込んだハイブリッド木造ビル
(写真提供：平和不動産株式会社)

徳島県立木のおもちゃ美術館
（徳島県板

いた
野
の

町
ちょう

、令和３（2021）年９月竣
しゅん

工）
徳島県産材により既存施設の内装を大規模に
木質化した初の県立おもちゃ美術館

（写真提供：徳島県）

乃村工藝社グループ拠点集約整備プロジェクト 
（東京都港区、令和３（2021）年３月竣

しゅん
工）

内装材や家具に国内各地の木材を用いたワークスペース。
産地側との交流や、木材の効能を探る実証実験など、
社員啓蒙

もう
・情報発信の場となっている。

（写真提供：株式会社乃村工藝社） 

TDテラス宇都宮
（栃木県宇都宮市、令和４（2022）年９月竣

しゅん
工）

木と鉄骨のハイブリッド耐火梁
はり

やCLT床版を用いた
中層オフィスビル

（写真提供：清水建設株式会社）

COERU SHIBUYA
（東京都渋谷区、令和４（2022）年６月竣

しゅん
工）

鉄骨造に木と鉄骨のハイブリッド耐震部材を
組み合わせたオフィス・商業ビル

（写真提供：東急不動産株式会社）
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このほか、建築物に木材を利用しやすい環境づくりの一環として、令和５（2023）年２月
に建築物の木造化・木質化に関する国の支援事業・制度等に関する一元的な案内窓口であ
る「建築物の木造化・木質化支援事業コンシェルジュ」を木材利用促進本部事務局に開設
した。

（エ）公共建築物等における木材利用
（公共建築物の木造化・木質化の実施状況）

公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることに
より、国民に対して、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することがで
きる。このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造
化を促進することとしている。

事業者等と国との協定締結の実績資料Ⅲ－17

事業者 国 協定締結日 
（有効期間） 協定名

公益社団法人 
日本建築士会連合会　　 国土交通省 令和３年11月20日 

(～令和７年３月末)
木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関す
る建築物木材利用促進協定

一般社団法人 
全国木材組合連合会　 農林水産省 令和４年３月９日 

(～令和７年３月末)
木材利用拡大に向けた環境整備に関する建築物木
材利用促進協定

全国建設労働組合総連合 農林水産省 
国土交通省

令和４年３月９日 
(～令和７年３月末)

大工技能者の育成と地域工務店等による木材利用
に関する建築物木材利用促進協定

野村不動産ホールディング
ス株式会社
ウイング株式会社

農林水産省 令和４年３月９日 
(～令和９年３月末)

地域材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協
定

株式会社アクト 農林水産省 令和４年３月９日 
(～令和７年３月末)

国産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協
定　　

一般社団法人 
JBN・全国工務店協会

農林水産省 
国土交通省

令和４年５月31日 
(～令和７年３月末)

建築大工等人材育成と地域工務店等による国産材
利用に関する建築物木材利用促進協定

一般社団法人 
日本木造耐火建築協会

農林水産省 
国土交通省

令和４年５月31日 
(～令和７年３月末)

中高層・大規模耐火木造建築の普及に関する建築
物木材利用促進協定

株式会社竹中工務店 農林水産省 令和４年６月10日 
(～令和９年３月末)

中高層木造建築物等の推進による木材利用拡大に
関する建築物木材利用促進協定

株式会社大林組 
株式会社内外テクノス 
大林新星和不動産株式会社

農林水産省 
経済産業省 
環境省　　

令和５年２月３日 
（～令和９年３月末）

中高層木造・木質化建築等の促進を通じ森林共生
都市の実現及び循環型森林利用の推進に資する建
築物木材利用促進協定

日本マクドナルド株式会社 農林水産省 令和５年２月10日 
（～令和８年３月末）

マクドナルド店舗における地域材利用促進に向け
た建築物木材利用促進協定

資料：林野庁木材利用課調べ。

建築物木材利用促進協定の代表的な形態資料Ⅲ－16

国又は
地方公共団体

・ 林業･木材産業
事業者

・ 建設事業者　等
建築主

国又は
地方公共団体

建築主

木材利用の取組方針

木材利用の
取組方針・技術的助言

・情報提供
木材供給の
　取組方針・技術的助言

・情報提供

安定調達
安定供給

①２者協定 ②３者協定
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令和３（2021）年度に着工された公共建築物の木造率（床面積ベース）は、13.2％となっ
た。そのうち、低層（３階建て以下）の公共建築物の木造率は29.4％であり、平成22（2010）
年の17.9％から10ポイント以上増加している（資料Ⅲ－18）。都道府県ごとの低層の公共建
築物の木造率については、４割を超える県がある一方、都市部では１～２割と低位な都府
県がみられるなど、ばらつきがある状況となっている（資料Ⅲ－19）。

令和３（2021）年度に国が整備した公共建築物のうち積極的に木造化を促進する対象と
考えられるものは94棟で、うち木造化した建築物は75棟であり、木造化率は79.8％であっ
た＊45。林野庁と国土交通省による検証チームが、各省各庁において木造化になじまないと
判断された建築物19棟について木造化しなかった理由等を検証した結果、施設が必要とす
る機能等の観点から木造化が困難であったと評価されたものが17棟、木造化が可能であっ
たと評価されたものが２棟であり、木造化が困難であったものを除いた木造化率は97.4％
となった。

なお、令和４（2022）年度以降に整備に着手する国の公共建築物については、建築物木材
利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるも
のを除き、原則として全て木造化を図ることとしている。

（学校等の木造化・木質化を推進）
学校施設は、児童・生徒の学習及び生活の場であり、学校施設に木材を利用することは、

木材の持つ高い調湿性、温
かさや柔らかさ等の特性に
より、健康や知的生産性等
の面において良好な学習・
生活環境を実現する効果が
期待できる＊46。

このため、文部科学省で
は、学校施設の木造化や内
装の木質化を進めており、
令和３（2021）年度に新しく
建設された公立学校施設の
18.1％が木造で整備され、
非木造の公立学校施設の
69.9％（全公立学校施設の
57.2％）で内装の木質化が
行われたことから、公立学
校施設の75.4％で木材が利
用された＊47。また、文部科
学省、農林水産省、国土交

＊45 農林水産省プレスリリース「「令和４年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまと
め」等について」（令和５（2023）年３月30日付け）

＊46 林野庁「平成28年度都市の木質化等に向けた新たな製品・技術の開発・普及委託事業」のうち「木材の健康効果・
環境貢献等に係るデータ整理」による「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」（平成29（2017）年３月）

＊47 文部科学省プレスリリース「公立学校施設における木材利用状況（令和３年度）」（令和５（2023）年１月17日付け）
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建築物全体と公共建築物の木造率の推移資料Ⅲ－18

注１：国土交通省「建築着工統計調査」のデータに基づいて林野庁木材利用
課が試算。

　２： 木造とは、建築基準法第２条第５号の主要構造部（壁、柱、床、梁、
屋根又は階段）に木材を利用したものをいう。建築物の全部又はその
部分が２種以上の構造からなるときは、床面積の合計のうち、最も大
きい部分を占める構造によって分類している。

　３： 本試算では、「公共建築物」を国、地方公共団体、地方公共団体の関
係機関及び独立行政法人等が整備する全ての建築物並びに民間事業者
が建築する教育施設、医療、福祉施設等の建築物とした。また、試算
の対象には新築、増築及び改築を含む（低層の公共建築物については
新築のみ）。

資料： 林野庁プレスリリース「令和３年度の公共建築物の木造率について」（令
和５（2023）年３月24日付け）
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通省及び環境省が連携して行っ
ている「エコスクール・プラス＊48」
において、農林水産省は、内装
の木質化等を行う場合に積極的
に支援している。

（応急仮設住宅における木材の
活用）

東日本大震災以前、応急仮設
住宅のほとんどは軽量鉄骨のプ
レハブ造により供給されていた
が、東日本大震災においては木
造化の取組が進み、25％以上
の仮設住宅が木造で建設され
た＊49。

東日本大震災における木造の
応急仮設住宅の供給実績と評価
を踏まえて、平成23（2011）年
９月に、一般社団法人全国木造
建設事業協会が設立された。同
協会では、大規模災害後、木造
の応急仮設住宅を速やかに供給
する体制を構築するため、地方
公共団体と災害時の協力に係る
必要な事項等を定めた災害協定
の締結を進め、令和４（2022）年
６月までに、40都道府県及び10
市と災害協定を締結している。

（３）木質バイオマスの利用
（ア） 木質バイオマスの新たなマテリアル利用

化石資源由来の既存製品等からバイオマス由来の製品等への代
替を進めるため、木質バイオマスから新素材等を製造する技術
や、これらの物質を原料とした具体的な製品の開発が進められて
いる。

令和３（2021）年５月に農林水産省が策定した「みどりの食料
システム戦略」において、改質リグニンやCNF（セルロースナノ
ファイバー）を活用した高機能材料の開発及び改質リグニン等に続く木質由来新素材の開

＊48 学校設置者である市町村等が、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、児童生徒の環境教育の教材としても活
用できるエコスクールとして整備する学校を、関係省庁が連携協力して「エコスクール・プラス」として認定
するもの。

＊49 国土交通省調べ。

都道府県別公共建築物の木造率
（令和３（2021）年度）

資料Ⅲ－19

注１： 国土交通省「建築着工統計調査（令和３年度）」のデータに基づ
いて林野庁木材利用課が試算。

　２： 木造とは、建築基準法第２条第５号の主要構造部（壁、柱、床、梁、
屋根又は階段）に木材を利用したものをいう。建築物の全部又は
その部分が２種以上の構造からなるときは、床面積の合計のう
ち、最も大きい部分を占める構造によって分類している。

　３： 本試算では、「公共建築物」を国、地方公共団体、地方公共団体
の関係機関及び独立行政法人等が整備する全ての建築物並びに
民間事業者が建築する教育施設、医療、福祉施設等の建築物と
した。また、試算の対象には新築、増築及び改築を含む（低層の
公共建築物については新築のみ）。

資料： 林野庁プレスリリース「令和３年度の公共建築物の木造率につ
いて」（令和５（2023）年３月24日付け）

都道府県
 建築物全体

都道府県
 建築物全体

公共建築物 うち低層 公共建築物 うち低層
木造率（％） 木造率（％）

北海道 46.7 17.8 32.5 滋賀 42.7 22.2 35.7 
青森 65.8 23.1 36.1 京都 36.3 3.2 10.0 
岩手 57.1 29.3 45.4 大阪 33.6 10.6 29.3 
宮城 48.3 14.2 53.3 兵庫 39.8 6.9 19.1 
秋田 53.3 27.1 45.7 奈良 51.0 20.8 37.2 
山形 54.1 14.3 28.0 和歌山 54.3 18.9 32.7 
福島 57.5 31.0 36.1 鳥取 57.7 21.7 28.6 
茨城 38.2 21.6 30.2 島根 57.3 28.3 45.0 
栃木 54.6 20.1 36.1 岡山 49.4 14.2 25.8 
群馬 43.1 23.1 39.6 広島 48.9 6.0 13.4 
埼玉 49.7 11.4 31.4 山口 48.5 15.8 31.4 
千葉 41.8 10.3 27.3 徳島 58.8 21.8 35.3 
東京 27.1 3.1 12.3 香川 49.2 8.7 14.2 

神奈川 43.6 8.8 19.2 愛媛 52.7 29.9 43.6 
新潟 54.3 21.7 38.1 高知 52.0 8.2 18.2 
富山 49.2 18.6 28.3 福岡 35.1 10.7 31.8 
石川 54.0 25.1 39.8 佐賀 54.7 19.6 27.7 
福井 47.1 12.6 31.5 長崎 49.1 14.4 30.2 
山梨 46.9 18.0 31.9 熊本 55.7 19.6 34.0 
長野 54.5 14.2 26.0 大分 52.2 16.9 41.2 
岐阜 49.3 22.6 47.3 宮崎 53.6 15.9 24.1 
静岡 49.5 12.3 27.8 鹿児島 51.8 20.2 37.5 
愛知 43.8 19.3 37.3 沖縄 12.8 0.9 1.7 
三重 45.5 25.2 34.4 全国 43.1 13.2 29.4 

木質バイオマスの新たな
マテリアル利用技術開発

https://www.rinya.maff.go.jp/j/
kaihatu/newb/material.html

https://www.rinya.ma%EF%AC%80.go.jp/j/kaihatu/newb/material.html
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発に取り組むこととされている。また、令和５（2023）年２月に閣議決定された「GX実現
に向けた基本方針」において、グリーントランスフォーメーション＊50（GX）に向けた今後
10年を見据えた取組として、森林由来の素材を活かしたイノベーションの推進等に向けた
投資を促進することとされている。

CNFは、木材の主要成分の一つであるセルロースの繊維をナノ（10億分の１）メートル
レベルまでほぐしたもので、軽量ながら高強度、膨張・収縮しにくい、保水性に優れるな
どの特性を持つ素材である。令和３（2021）年５月までの５年間のCNF成形品の国内特許
出願件数は２千数百件に上り、実用化が進んでいる。現在、CNF製造設備が各地で稼動
しており、紙おむつ、筆記用インク、運動靴、化粧品、食品、塗料等の製品に使用されて
いる。

リグニンは、木材の主要成分の一つであり、高強度、耐熱性、耐薬品性等の特性が求め
られる高付加価値材料への活用が期待されている。化学構造が非常に多様であるため、工
業材料としての利用が困難であったが、国立研究開発法人森林研究・整備機構を代表とす
る研究コンソーシアム「SIPリグニン＊51」において、化学構造の比較的均質なスギリグニ
ンを原料とし、地域への導入を見据えた改質リグニンの製造システムを開発した。平成31

（2019）年４月には、「SIPリグニン」の活動を引き継ぎ、改質リグニンの実用化に向けて、
林業や木材産業に加え化学産業や電機産業など幅広い業種が参画して「地域リグニン資源
開発ネットワーク（リグニンネットワーク）」が設立された。その後、振動板に改質リグニ
ンを使用したスピーカーが商品化されたほか、改質リグニンを素材とする高機能な樹脂な
どを用い、様々な製品開発が進められている（資料Ⅲ－20）。

令和３（2021）年６月に、茨城県常
ひ た ち

陸太
おお

田
た

市に改質リグニンの安定生産を実証するプラン
トが竣

しゅん
工し、生産技術の効率化を進めるとともに、試験・研究用のサンプルを提供している。

（イ）木質バイオマスのエネルギー利用
（木質バイオマスエネルギー利用の概要）

木材は、かつて木炭や薪として日常的に利用されていた。近年では、再生可能エネル
ギーの一つとして、燃料用の木材チップや木質ペレット等の木質バイオマスが再び注目さ
れている。これらを発電、
熱利用又は熱電併給といっ
た形で利用することは、エ
ネルギー自給率の向上、災
害等の非常時にも電源・熱
源として利用できることに
よるレジリエンスの向上、
我が国の森林整備・林業活
性化等の役割を担い、地域
の経済・雇用への波及効果
も期待できる。

＊50 産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換すること。
＊51 総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の課題のうち、「次世代農林

水産業創造技術」の「地域のリグニン資源が先導するバイオマス利用システムの技術革新」の課題を担当する
産学官連携による研究コンソーシアム（研究実施期間は平成26（2014）～平成30（2018）年度）。

改質リグニンを使用した製品開発の例資料Ⅲ－20

改質リグニン含有樹脂を使用した試作品のチェア（左）とステアリング（右）
（写真提供：（左）株式会社天童木工、石川県工業試験場、株式会社宮城化成、
（右）株式会社天童木工、国立研究開発法人物質・材料研究機構、豊田合成株
式会社）
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一方、木質バイオマス発電の急速な進展により、燃料材の需要が急激に増加し、マテリ
アル（素材）利用向けを始めとした既存需要者との競合や、森林資源の持続的利用等への懸
念が生じている。このため、木材を建材等の資材として利用した後、ボードや紙等として
の再利用を経て、最終段階で燃料として利用する「カスケード利用」や、材の状態・部位
に応じて製材など価値の高い用材から順に利用し、従来であれば林内に放置されていた未
利用の木材を燃料とすることを基本として木材の利用を進める必要がある。また、発電や
熱利用に加え、近年技術開発が進められている持続可能な航空燃料（SAF＊52）についても、
原料として木質バイオマスを利用する動きがみられる。こうした新たな用途も見据えて、
木質バイオマスの安定的・効率的な供給に引き続き取り組む必要がある。

（木質バイオマスエネルギー利用量の概況）
近年では、木質バイオマス発電所の増加

等により、エネルギーとして利用される木
質バイオマスの量が年々増加している。令
和３（2021）年には、木炭、薪等を含めた
燃料材の国内消費量は前年比15.1％増の約
1,474万m3となっており、うち国内生産量
は約934万m3（前年比4.7％増）、輸入量は約
539万m3（前年比39.1％増）となっている（資
料Ⅲ－21）。

事業所においてエネルギー利用されてい
る木質バイオマスのうち、木材チップに
ついては、間伐材・林地残材等由来が約
411万トン、製材等残材＊53由来が約178万
トン、建設資材廃棄物＊54由来が約401万ト
ン、輸入チップ・輸入丸太
由来チップが約41万トン
等となっており、合計約
1,069万トン（前年比2.7％
増）となっている＊55。木質
ペレットについては、国内
製造が約11万トン、輸入が
約170万トンとなっており、
合計約181万トン（前年比
28.9％増）となっている。

エネルギー利用されてい
る木質バイオマスの利用先

＊52 「Sustainable Aviation Fuel」の略。
＊53 製材工場等で発生する端材。
＊54 建築物の解体等で発生する解体材・廃材。国土交通省「平成30年度建設副産物実態調査」によれば、平成30（2018）

年度の発生量は約550万トンに上り、そのうち約530万トンが利用されている。
＊55 農林水産省「令和３年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」。ここでの重量は、絶乾重量。

事業所が所有する利用機器別木質バイオマス
利用量

資料Ⅲ－22

0 100 200 300 400 500（万トン）

間伐材・林地残材等由来チップ

製材等残材由来チップ

建設資材廃棄物由来チップ

その他の木材由来チップ

国内製造木質ペレット

輸入チップ・輸入丸太由来チップ

輸入木質ペレット

発電機のみ所有　　　発電機及びボイラーの両方を所有　　　ボイラーのみ所有

170 170

40 41

6

35

218

66 6349 178

国内製造

輸入

356 1342 411

49134 401

39

11
41

0.4

0.20.1 0.01

4

注１：木材チップの重量は絶乾重量。
　２：計の不一致は四捨五入による。
資料：農林水産省「令和３年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」

燃料材の国内消費量の推移資料Ⅲ－21
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H26
（2014）

薪炭材（輸入）
燃料用チップ等用材（国内生産）
燃料用チップ等用材（輸入）

薪炭材（国内生産）（万㎥）

292

27
（15）

396

28
（16）

580

29
（17）

780

R1
（19）

30
（18） （年）

1,038
902

3
（21）

2
（20）

924

68
1,474

1,280

471
11

注１：「薪炭材」とは、木炭用材及び薪用材である。
　２： 「燃料用チップ等」とは、燃料用チップ及びペレッ

トである。
　３：いずれも丸太換算値。
資料：林野庁「木材需給表」
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をみると、国内製造によるものは発電機を所有する事業所、ボイラーを所有する事業所及
び発電機・ボイラーの両方を所有する事業所で利用されているのに対し、輸入によるもの
はほぼ全量が発電機を所有する事業所で利用されている（資料Ⅲ－22）。

このほか、令和３（2021）年には、薪で約５万トン（前年比7.7％増）、木粉（おが粉）で約
59万トン（前年比30.3％増）等がエネルギーとして利用されている＊56。

令和４（2022）年９月に改訂された「バイオマス活用推進基本計画（第３次）」においては、
林地残材について、令和元（2019）年の年間発生量約970万トンに対し約29％にとどまって
いる利用率を、令和12（2030）年に約33％以上とすることが目標として設定されている。
令和２（2020）年については、林地残材発生量が前年比で微増にとどまった一方で、燃料材
需要の急増を背景に利用量が大きく増加した結果、林地残材の利用率は約36%＊57となっ
た。燃料材の需要は今後も増加することが見込まれるため、燃料材の安定供給に向けて、
引き続き林地残材の活用に取り組んでいく必要がある。

（木質バイオマスによる発電の動き）
平成24（2012）年に導入された再生可能エネルギーの固定価格買取（FIT）制度＊58や令和４

（2022）年に導入されたFIP制度＊59では、木質バイオマスにより発電された電気の調達価格
や基準価格＊60が、使用する木質バイオマスの区分ごとに設定されている。

林野庁では、木質バイオマスの適切な分別・証明が行われるよう、平成24（2012）年に「発
電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」を取りまとめた。同ガイド
ラインでは、立木竹の伐採又は加工・流通を行う者が、業界の団体等が策定する「自主行
動規範」に基づく分別管理及び帳票管理等に係る審査・認定を受け、次の流通過程の関係
事業者に対して、納入する木質バイオマスが由来ごとに分別管理されていることを証明す
ることとしている。

FIT制度及びFIP制度の下、各地で木質バイオマスによる発電施設の整備が進んでおり、
主に間伐材等由来のバイオマスを活用した発電施設については、令和４（2022）年９月末現
在、出力2,000kW以上の施設49か所、出力2,000kW未満の施設72か所がこれらの制度によ
る認定を受けて売電を行い、合計発電容量は494,550kWとなっている＊61。これによる年間
の発電量は、一般家庭約109万世帯分の電力使用量に相当する試算になる＊62。近年は、出
力2,000kW未満の発電施設の稼働数の伸びが大きく、この中には、ガス化熱電併給設備＊63

により、電気と同時に熱を供給できるものも多く含まれている。
（燃料材の安定供給等に向けた取組）

木質バイオマス発電では、燃料材の安定供給や発電コストの７割を占める燃料費の低減

＊56 農林水産省「令和３年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」
＊57 農林水産省「バイオマス種類別の利用率と推移」
＊58 電力会社が、固定価格で、再生可能エネルギーにより発電された電気を買い取る制度。FITは「Feed-in Tariff」の略。
＊59 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合に、一定の交付金（プレミアム）を受けることができ

る制度。FIPは「Feed-in Premium」の略。
＊60 調達価格は、FIT制度において、電力会社が電気を買い取る際の価格。基準価格は、FIP制度において、市場買

取価格に上乗せされる補助額の算定の基準となる価格。
＊61 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」に基づくRPS制度からの移行分を含む。
＊62 発電施設が１日当たり24時間、１年当たり330日間稼働し、一般家庭が１年当たり3,600kWhの電力量を使用する

という仮定により試算。
＊63 木材を加熱することにより熱分解し、一酸化炭素や水素等を含む可燃性ガスに変換した上で、そのガスを燃料

としてガスエンジン発電機等により発電を行うとともに、発生する熱を温水等として供給する設備。
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が課題である。特に近年は、発電施設の増加、合板や製紙等向け需要との競合、円安等に
よる輸入燃料の調達コストの上昇等により、燃料材の安定供給への懸念が高まっている。

このため、林野庁では、全木集材＊64による枝条等の活用や林地残材の効率的な収集・
運搬システムの構築などを通じた燃料材の安定供給を支援している。また、FIT制度及
びFIP制度による発電施設の認定について農林水産大臣が経済産業大臣の協議を受けた際
に、林野庁では、都道府県との連携を強化しながら、発電事業者による燃料材の安定調達
や既存需要者への影響の観点から発電事業者の燃料調達計画の確認を行っている。さら
に、経済産業省と連携し、燃料用途としても期待される早生樹の植栽等に向けた実証事業
を支援している。

また、木質バイオマス発電については、長距離を輸送して供給される輸入ペレットなど
を念頭に、原料の生産から、加工や輸送、発電に至るまでの温室効果ガス（GHG）の総排
出量（ライフサイクルGHG）に関する懸念の声が生じている。そのため、FIT制度及びFIP
制度を所管する経済産業省において、バイオマス発電施設におけるライフサイクルGHG
の削減に関する議論が行われ、令和４（2022）年度以降に認定される案件については、令和
12（2030）年度以降のライフサイクルGHGを、火力発電に比べて70%削減することが求め
られることとなった＊65。

＊64 伐木現場で枝払いを行わず、枝葉付きの伐倒木をそのまま集材すること。
＊65 資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」（令和４（2022）年４月改定）

地元産材を活用した木質バイオマス発電所による熱電併給事例Ⅲ－２
愛媛県内

うち
子
こ

町
ちょう

では、民間５社が立ち上げた株式会社内子龍王バイオマスエネルギーが建設
した内子龍王バイオマス発電所が、令和４（2022）年10月に稼働を開始した。

同発電所では、ガス化熱電併給設備（発電出力330kW、熱出力520kW）を導入し、木質ペ
レットを燃料にして発電と熱供給を行っている。燃料の木質ペレットは、町内のペレット工
場が内子町森林組合から年間約3,600トンの未利用間伐材の供給を受け製造している。

発電した電力は、FIT制度を活用して電力会社に全量販売されているほか、発電時に発生
する熱は、約80℃の温水として、地中に埋設した配管を通じ、隣接する温浴宿泊施設及びス
ポーツ施設へ供給されている。発電のみの場合のエネルギー変換効率は30%程度だが、熱を
利用することで約70%のエネルギー変換効率を達成している。

発電所建屋は、町産材による木造建築で、県内で加工されたCLTも活用されており、内子
町景観まちづくり条例に配慮したデザインとなっている。

木質バイオマス発電所（手前）と
熱利用を行っているスポーツ施設（奥）

ガス化熱電併給設備



令和４年度森林及び林業の動向  139

Ⅲ

（木質バイオマスの熱利用）
木質バイオマスのエネルギー利用においては、地域の森林資源を、地域内で無駄なく利

用することが重要である。木質バイオマス発電におけるエネルギー変換効率は、蒸気ター
ビンの場合、通常20～30%程度であるが、熱利用では80%以上を得ることが可能であるこ
とから、電気と熱を同時に得る熱電併給を含めて、熱利用を積極的に進める必要がある。
また、熱利用や熱電併給は、薪、ペレット等を利用した小規模な施設においても実現でき
る。例えば、青森県西

にし
目
め

屋
や

村
むら

では薪を温泉宿泊施設のボイラー用燃料として利用し、長野
県伊

い
那
な

市では木質ペレットを一般家庭及び公共施設の暖房や給湯用の燃料として利用して
いるほか、愛媛県内

うち
子
こ

町
ちょう

では未利用間伐材を利用した熱電併給が行われている（事例Ⅲ－
２）。

熱利用や熱電併給の基盤となる木質バイオマスを燃料とするボイラーの稼働数は、令和
３（2021）年時点では全国で1,875基であり、種類別では、ペレットボイラーが891基、木く
ず焚

た
きボイラーが755基、薪ボイラーが141基等となっている＊66。また、令和４（2022）年３

月には、木質バイオマスを利用する温水ボイラーの一部について、「労働安全衛生法施行
令」に基づく規制区分を簡易ボイラーに変更する規制緩和が行われた。これにより、木質
バイオマスを燃料とするボイラーの普及が一層進むことが期待される。

（「地域内エコシステム」の構築）
「地域内エコシステム」は、地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電併給により、地

域の森林資源を地域内で持続的に活用するものである。このような取組は、林業収益の向
上等により、林業の持続的かつ健全な発展や森林の適正な整備及び保全に貢献することが
期待されるほか、化石燃料からの転換によるエネルギー自給率の向上、災害時等のレジリ
エンスの向上など多様な効果が期待される。

林野庁では、「地域内エコシステム」のモデル構築に向け、地域協議会の運営や木質バ
イオマスの熱利用等に係る技術開発・改良の取組のほか、「地域内エコシステム」に係る
知見等を全国に横展開していくための取組を支援している。

（４）消費者等に対する木材利用の普及
（「木づかい運動」を展開）

林野庁は、平成17（2005）年度から一般消費者を対象に木材利用
の意義を普及啓発する「木づかい運動」の展開を図ってきた。都

ま

市
ち

の木造化推進法で、10月が「木材利用促進月間」として位置付
けられたことから、10月を中心に木材利用促進本部の関係省庁、
地方公共団体及び企業や団体と連携して、木の良さを体感するイ
ベントや、木材利用の意義に関する情報発信等を行っている。企業やNPO等においても、
林野庁の補助事業を活用し、「木づかいシンポジウム2022」（事例Ⅲ－３）が開催されたほ
か、地域材を用いた玩具、食器、家具等木製品の選択的消費を促すオンライン上のショッ
ピングサイトが開設されるなど、木の良さや木材利用の意義を消費者に発信する動きがみ
られる。また、インフルエンサーによる森林体験ツアーの動画配信、「木づかいセミナー」
のウェブ開催など様々な媒体を活用し、国民各層への発信が行われている。

＊66 農林水産省「令和３年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」

木づかい運動で
ウッド・チェンジ！

https://www.rinya.maff.go.jp/j/
riyou/kidukai/top.html

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/top.html
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また、「ウッド・チェンジ」を合言葉として、身の回りのものを木に変える、建築物を
木造化・木質化するなどの具体的な行動の促進を図っている。この趣旨に賛同し木材利用
の取組をPRする企業や団体等は、「ウッド・チェンジロゴマーク」（資料Ⅲ－23）を使用で
きることとしており、これにより「ウッド・チェンジ」の露出を増やすことで、その認
知向上や行動促進を図っている。令和５（2023）年３月末時点で250の企業や団体等でロゴ
マークが使用されている。

また、「木づかいサイクルマーク」（資料Ⅲ－23）は、パンフレット等による広報活動や
国産材を使用した製品への添付等により木材利用をPRするもので、令和５（2023）年３月
末現在、383の企業や団体で使用されている。

（表彰に係る取組の展開）
都
ま

市
ち

の木造化推進法において、国及び地方公共団体は表彰を行うよう努めることとされ
ている。

このような中、一般社団法人日本ウッ
ドデザイン協会が主催する「ウッドデザ
イン賞」は、木の良さや価値を再発見さ
せる建築物や木製品、木材を利用して地
域の活性化につなげている取組等につい
て、特に優れたものを表彰している。８
回目となる令和４（2022）年度は、188点
が入賞するとともに、最優秀賞におい
て、これまでの農林水産大臣賞に加え、

ウッド・チェンジロゴマーク
木づかいサイクルマーク

資料Ⅲ－23

（右図）提供：一般財団法人日本木材総合情報センター

木づかいシンポジウム2022事例Ⅲ－３
中高層建築物等の木造化・木質化における国産材利用の動きを更に拡大することを目的と

して、令和４（2022）年10月７日に室町三井ホール（東京都中央区）において「木づかいシンポ
ジウム2022」が開催された。

中高層建築物の木造化・木質化に取り組んでいるディベロッパーやゼネコン、建築家、木
材関連事業者、法律の専門家など多様な登壇者により、林業振興から木材利用、まちづく
り、投資、新規ビジネスモデルまで幅広くカバーする７つのパネルディスカッションが行わ
れた。主催者によれば、開催後、大手企業やスタートアップ企業を中心とした参加者から
は、新たな木造化・木質化の取組に向けて登壇企業等との協業を希望する声が多数寄せられ
ているとのことである。

木づかいシンポジウム2022の様子
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新たに経済産業大臣賞、国土交通大臣賞及び環境大臣賞が創設され、これに優秀賞等を合
わせた28点が上位賞を受賞した（資料Ⅲ－24）。

また、木材利用推進中央協議会が主催する「木材利用優良施設等コンクール」では、特
に優れた木造施設や内装を木質化した建築物等を対象にその整備主体等（施主、設計者、
施工者）を表彰している。令和４（2022）年度は、これまでの内閣総理大臣賞、３大臣賞等
に加え、新たに文部科学大臣賞が創設されるとともに、国産材利用の拡大に資する取組を
行った事業者を表彰する国産材利用推進部門が新設された。

これらの表彰により木の良さに対する理解が進み、建築物等における木材の利用や調達
の新たな手法等がモデルとなって全国各地で木材利用の機運が高まることが期待される。

（「木
もく

育
いく

」の取組の広がり）
「木

もく
育
いく

＊67」の取組は全国で広がっており、行政、木材関連団体、NPO、企業等の幅広い
連携により様々な活動が実施されている。木のおもちゃに触れる体験や木工ワークショッ
プ等を通じた木育活動、それらを支える指導者の養成のほか、関係者間の情報共有やネッ

＊67 子供から大人までが木の良さや利用の意義を学ぶこと。木育に関する情報は「木育ラボ」ホームページ、「木育.jp」
ホームページを参照。

ウッドデザイン賞の受賞作品の例資料Ⅲ－24

Do kit yourself 家具キット
本格的な技術と良質な木材による
DIYのイス制作キット

（ライフスタイルデザイン部門優秀賞）
（写真提供：株式会社維鶴木工）

木製自転車スポーツタイプ
TR-S型 E-Thruタイプ

フレームに木材を使用した独創性の
高いスポーツタイプの自転車

（ハートフルデザイン部門優秀賞）
（写真提供：カネモク工業株式会社）

バウマイスターの家
大径材の歩留まりの高い使い方で
山の利益につなげる建築

（ソーシャルデザイン部門優秀賞）
（写真提供：株式会社平成建設）

林福連携による木工製品の例資料Ⅲ－25

社会福祉法人幸仁会が運営する福祉施
設「川本園」がNPO法人、森林組合
及びデザイン会社と連携して制作した
置き時計とフォトフレームにもなるカ
レンダー

（写真提供：NPO法人木育・木づかい
ネット）

社会福祉法人福祉楽団が林家及びデ
ザイン会社と連携して制作したス
ツール

（写真提供：社会福祉法人福祉楽団）

社会福祉法人宮崎県社会福祉事
業団が林業関係団体、デザイン
会社及び木材加工業者と連携し
て制作したボードとおもちゃ

（写真提供：公益社団法人宮崎
県森林林業協会）
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トワーク構築等を促す取組として、令和４（2022）年12月に「木育サミット」が、令和５
（2023）年２月に「木

もく
育
いく

・森
もり

育
いく

楽
がっ

会
かい

」が開催された。
また、林野庁の開発支援による「木育プログラム」を用いた小中学生向けの木育活動が、

平成24（2012）年度から令和３（2021）年度までに、延べ337校で実施されている。
（木材利用における林福連携の取組）

林福連携として、福祉関係者、林業・木材産業者、デザイナー、地域関係者等が協力し、
福祉施設の利用者の作業性に配慮し、高いデザイン性も備えた製品開発の取組がみられる

（資料Ⅲ－25）。障害者等のやりがいと収入の向上等に資するとともに、地域ブランドの創
出や地域材の魅力のPRにつながることが期待される。

（５）木材輸出の取組
（木材輸出の概況）

我が国の木材輸出は、中国等における木材需要の増加等を
背景に増加傾向にある。令和４（2022）年の木材輸出量は、中
国におけるロックダウンや米国における住宅金利の高騰など
による需要減少等の影響を受け、丸太が約132万m3（前年比
9.2％減）、製材が約17万m3（前年比16.8％減）、合板等が約13
万m3（前年比6.7％減）となった＊68。一方、令和４（2022）年の木
材輸出額は、世界的に木材価格が高い水準で推移していたことや円安等の影響を受け、前
年比11.0％増の527億円となった。品目別にみると、丸太が206億円（前年比2.4％減）で全
体の約４割と最も多く、製材が92億円（前年比5.8％減）、合板等が115億円（前年比47.1％
増）となった（資料Ⅲ－26）。

丸太については、その８割が中国へ輸出され、こん包材、土木用等に利用されている。
また、製材については、米国向けのスギフェンス材の輸出が増加している。

＊68 財務省「令和４年分貿易統計」(確々報値)

我が国の木材輸出額の推移資料Ⅲ－26
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注１：HS44類の合計。
　２：令和４（2022）年については、確々報値。
　３：計の不一致は四捨五入による。
資料：財務省「貿易統計」

[品目別]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[国・地域別]

木材輸出に関する情報
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/
yusyutu/mokuzai-yusyutsu.html

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/yusyutu/mokuzai-yusyutsu.html
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（木材輸出拡大に向けた方針）
人口減少等により、国内の農林水産物・食品の市場規模の縮小が見込まれる中、海外市

場を獲得していくことが重要である。令和２（2020）年に「農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する法律」が施行され、同法に基づき、農林水産物・食品輸出本部を農林水産省に
設置し、輸出促進の取組を進めてきた。また、「食料・農業・農村基本計画」（令和２（2020）
年３月閣議決定）等において、農林水産物及び食品の輸出額目標を設定した。木材、特用
林産物を含む林産物の輸出額については、令和７（2025）年までに718億円、令和12（2030）
年までに1,660億円を目指すこととしている。

令和４（2022）年12月に改訂された「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」において、
木材については、付加価値の高い製材及び合板を輸出重点品目とし、中国、米国、韓国、
台湾等をターゲットに輸出拡大を目指すこととしている。同戦略では、輸出先国・地域の
ニーズに応じて、業界一体となって、製材・合板の輸出促進に取り組むこととしている。
また、木材製品を生産する木材加工施設を中心に、原料を供給する川上から販売を担う川
下までの企業等が連携する輸出産地の育成・展開を図ることとしている。

（具体的な輸出の取組）
林野庁では、輸出拡大に向け、SNSなどを用いた日本産木材製品の認知度向上の取組、

海外販路の開拓、輸出に取り組む産地の育成、相手国の建築士等を対象にした木造技術講
習会の開催、輸出先国のニーズ・規格等に対応した性能検証等の取組を支援している。

さらに、独立行政法人日本貿易振興機構は、木製食器などのオンライン商談等の支援を
実施している。

また、令和４（2022）年10月に、農林水産省は「農林水産物及び食品の輸出の促進に関す
る法律」に基づき、農林水産物・食品輸出促進団体（いわゆる認定品目団体）に一般社団法
人日本木材輸出振興協会を認定した。同協会では、展示会等を通じた販売促進活動や、国
内事業者向けの輸出促進セミナーの開催、ジャパンブランドとしてのロゴマークの策定、
日本産製材等の輸出標準指針の策定等を行っている。今後は同協会を中心として、オール
ジャパンでの輸出促進に向け、業界共通の課題解決に向けた取組や海外における販路開拓
等に取り組むことが期待される（資料Ⅲ－27）。

日本木材輸出振興協会の取組資料Ⅲ－27

国内事業者向けの輸出促進セミナーの様子品目団体認定式




